
寒 川 町 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 の 決 定 及 び 支 給 等 に 関 す る 規 則 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(フ ル タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 の 期 末 手

当 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ) 

(フ ル タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 の 期 末 手

当 及 び 勤 勉 手 当 ) 

第 19条  条 例 第 14条 の 規 定 に よ り 準 用 す

る 給 与 条 例 第 17条 か ら 第 17条 の 3ま で に

規 定 す る 期 末 手 当 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ _を 支 給 さ れ る

職 員 の 範 囲 、 期 末 手 当 の 支 給 額 そ の 他

期 末 手 当 の 支 給 ＿ ＿ 及 び 一 時 差 止 め に

関 し 必 要 な 事 項 に つ い て は 、 常 勤 の 職

員 の 例 に よ る 。  

第 19条  条 例 第 14条 の 規 定 に よ り 準 用 す

る 給 与 条 例 第 17条 か ら 第 17条 の 3ま で に

規 定 す る 期 末 手 当 及 び 条 例 第 14条 の 2の

規 定 に よ り 準 用 す る 給 与 条 例 第 18条 に

規 定 す る 勤 勉 手 当 (以 下 こ の 条 に お い て

「 期 末 手 当 等 」 と い う 。 )を 支 給 さ れ る

職 員 の 範 囲 、 期 末 手 当 等 の 支 給 額 そ の

他 期 末 手 当 等 の 支 給 及 び 一 時 差 止 め に

関 し 必 要 な 事 項 に つ い て は 、 常 勤 の 職

員 の 例 に よ る 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(パ ー ト タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 の 期 末

手 当 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ) 

(パ ー ト タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 の 期 末

手 当 及 び 勤 勉 手 当 ) 

第 23条  条 例 第 24条 の 規 定 に よ り 準 用 す

る 給 与 条 例 第 17条 か ら 第 17条 の 3ま で に

規 定 す る 期 末 手 当 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ _を 支 給 さ れ る

職 員 の 範 囲 、 期 末 手 当 の 支 給 額 そ の 他

期 末 手 当 の 支 給 ＿ ＿ 及 び 一 時 差 止 に 関

し 必 要 な 事 項 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ に つ い て は 、 常 勤 の 職 員 の 例 に

よ る 。  

第 23条  条 例 第 24条 の 規 定 に よ り 準 用 す

る 給 与 条 例 第 17条 か ら 第 17条 の 3ま で に

規 定 す る 期 末 手 当 及 び 条 例 第 24条 の 2の

規 定 に よ り 準 用 す る 給 与 条 例 第 18条 に

規 定 す る 勤 勉 手 当 (以 下 こ の 条 に お い て

「 期 末 手 当 等 」 と い う 。 )を 支 給 さ れ る

職 員 の 範 囲 、 期 末 手 当 等 の 支 給 額 そ の

他 期 末 手 当 等 の 支 給 及 び 一 時 差 止 に 関

し 必 要 な 事 項 (支 給 日 に 関 す る 事 項 を 除

く 。 )に つ い て は 、 常 勤 の 職 員 の 例 に よ

る 。  

(加 え る ) 2  期 末 手 当 等 の 支 給 日 は 、 別 表 第 3の 基

準 日 欄 に 掲 げ る 基 準 日 に 応 じ て 、 そ れ

ぞ れ 支 給 日 欄 に 掲 げ る 日 と す る 。 た だ

し 、 支 給 日 が 日 曜 日 又 は 土 曜 日 に 当 た

る と き は 、 繰 り 上 げ て 支 給 す る こ と が

で き る 。  

2  条 例 第 24条 第 1項 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ に 規 定 す る 規 則 で 定 め る も の は 、 当

該 パ ー ト タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 に つ

い て 定 め ら れ た 勤 務 時 間 が 15時 間 30分

未 満 の 者 (当 該 パ ー ト タ イ ム 会 計 年 度 任

用 職 員 に つ い て 定 め ら れ た 勤 務 時 間 が

3 条 例 第 24条 第 1項 及 び 条 例 第 24条 の 2第

1項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る も の は 、 当

該 パ ー ト タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 に つ

い て 定 め ら れ た 勤 務 時 間 が 15時 間 30分

未 満 の 者 (当 該 パ ー ト タ イ ム 会 計 年 度 任

用 職 員 に つ い て 定 め ら れ た 勤 務 時 間 が



週 に よ っ て 異 な る 場 合 に は 、 1週 間 当 た

り の 平 均 時 間 が 15時 間 30分 未 満 の 者 )と

す る 。  

週 に よ っ て 異 な る 場 合 に は 、 1週 間 当 た

り の 平 均 時 間 が 15時 間 30分 未 満 の 者 )と

す る 。  

3  条 例 第 24条 第 1項 の 規 定 に よ り 読 み 替

え て 準 用 す る 給 与 条 例 第 17条 第 4項 ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ _に

規 定 す る 規 則 で 定 め る 額 は 、 次 の 各 号

に 定 め る 額 の 合 計 額 と す る 。  

4  条 例 第 24条 第 1項 の 規 定 に よ り 読 み 替

え て 準 用 す る 給 与 条 例 第 17条 第 4項 及 び

条 例 第 24条 の 2第 1項 の 規 定 に よ り 読 み

替 え て 準 用 す る 給 与 条 例 第 18条 第 3項 に

規 定 す る 規 則 で 定 め る 額 は 、 次 の 各 号

に 定 め る 額 の 合 計 額 と す る 。  

(1)～ (4) (略 ) (1)～ (4) (略 ) 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

別 表 第 1 職 種 別 基 準 表 (第 4条 関 係 ) 別 表 第 1 職 種 別 基 準 表 (第 4条 関 係 ) 

職 種  

基 礎

号 給  
上 限  

職

務

の

級  

号

給  

職

務

の

級  

号

給  

(略 ) 

ヘ ル パ ー  1 8 1 40 

(加 え る ) 

保 育 士  1 15 1 47 

(略 ) 

助 産 師  1 70 1 93 

(加 え る ) 

子 育 て 支 援 相 談 員  2 17 2 58 
 

職 種  

基 礎

号 給  
上 限  

職

務

の

級  

号

給  

職

務

の

級  

号

給  

(略 ) 

ヘ ル パ ー  1 8 1 40 

防 犯 相 談 員  1 12 1 24 

保 育 士  1 15 1 47 

(略 ) 

助 産 師  1 70 1 93 

防 犯 ア ド バ イ ザ ー  1 78 1 90 

子 育 て 支 援 相 談 員  2 17 2 58 
 

別 表 第 2 (略 ) 別 表 第 2 (略 ) 

(加 え る ) 別 表 第 3 (第 23条 関 係 ) 

 
基 準 日  支 給 日  

6月 1日  6月 20日  

12月 1日  12月 20日  
 

～ 略 ～  ～ 略 ～  



    附  則  

  こ の 規 則 は 、 令 和 6年 4月 1日 か ら 施 行 す

る 。  

 


